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早いもので今年も師走を迎えました。 皆様にとって、今年はどのような1年だったでしょうか。
1年間をきちんと振り返り、新しい年に臨みたいですね。

掲穀内容に関してこ不明点等あれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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■12月から始まるストレス
チェック制度の実務ポイント

■中小企業の月給引上げ状況
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平成28年分綸与所得奢の
扶養控陰等申書書の注童慮
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給与所得者の扶養控除等申告書（以下「マル扶」）は、 毎年サラリーマン
がその年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに、 給与の支払者へ提出する書類です。 この
マル扶が、 平成28年分から変わります。 今回は大きく 2つに分けて、 変わった点について国税庁
が公表しているマル扶を用いてご案内します。

■••"．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿.＿................................................................-•一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー•一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー•一••••••

'マイナンバ一の配●欄が遍調
社会保障・税番号制度により 、 平成28年1月からマイナンバーの利用が姶まります。 このマ

イナンバーの利用開始に伴い、 マル扶について個人番号や法人番号を記載する欄が新たに設
けられました。 具体的には、 次の四角枠部分です。

【マル扶（抜粋）】
事業者が個人の湯合は、申告書受理後以降に個

1
人番号1を付記しま

-吋”及字
l
ぶ゜ 5戸人番号はオー プ;のでいつイ〗記しでも問題ありません。
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ふなたに打駐対象配贄宅や札贄譲裟がなく｀炉-'·あなたRgが鑢寓な算l1、寡丈I，
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※給与支払者と従業員との間での合意
喝

に基づき 、 従業員が扶養控除等申告書

の余白に「個人番号については給与支L

払者に提供済みの個人番号と相違な
いJ旨を記載した上で 、 給与支払者に
おいて、 既に提供を受けている琺茎且
等の個人番号を確詔し、 確認した旨を
扶養控除等申告書に表示するのであれLi--J._J. I
ば、 扶養控除等申告書の提出時に従集
員等の個人番号の記載をしなくても差I I-1-I I I 

し支えありません。この場合、 給与支

払者において保有している個人番号と L l.l LLl 

個人番号の記載が省略された者に係る + A ざば：
個人番号については、適切かつ容易に［

二二

］
二

つ

紐付けられるよう管理しておく必要が

あります。

また 、 従業員へ個人番号の提供を求め
ても拒否される等により 、 個人番号の
提供が受けられない場合には、 提堡王

求めた経過等を記録、 保存するなどし
て、単なる鶉務渾反でないことを明確
にしておきます。
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従業員本人の個人番号を記入して
もらいます汽
事業者は、 番号の分かる資料（通
知カードの写し等）により、 番号
確認を行います。

27年中の提出は記入は任意です。

各欄に氏名が記入されている場合には、

個人番号も記入してもらいます※（国外
に住んでいる等により個人番号が付与さ
れていない人を除きます） 。

この場合の番号確認は、 従業員本人が行
叩。

27年中の提出は記入は任意です。
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陀園外で生爾している蠣麟9こ麗する配麓·が遍訓

1年以上国外で生活する親族（非居住者である親族）を控除対象配偶者、 控除対象扶養親族、

又は16歳未満の扶養親族としてマル扶に記載する場合には、 次の四角枠部分に
‘‘

O" を付し

ます。 そして、 これらの者が親族であることを証明する書類（親族関係書類）をマル扶と一

緒に提出又は提示してもらいます(16歳未満の扶養親族については、 所得税はその者につい

ての障害者控除を適用する場合に限ります）。 これは外国人従業員だけでなく 、 日本人で

あっても子息が1年以上継続して海外留学している等、 国外で生活している親族を扶養してい

る場合も該当します。 具体的には、 次の四角枠部分にご注意ください。

【マル扶（抜粋）】

「生計をーにする事実」欄は年末調整時
に記入等してもらうため、 年初提出時点
ではここは何ら記入等してもらう必畢lt
ありません。
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記載した親族が非居住者である場合には
“0

”

を付した上、 親族関係書類東＇を事業
者へ提出又は提示※2してもらいます。 もし
提出等がなされない場合には、対象となる
控除は受けられません。
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※1蒙族麗係書類とは、 次の①又は②のいずれか
の書類です（書類が外国語である湯合には、

その翻駅文も必要です） 。

①戸籍の附累の写しその他の国又は地方公共団体
が覺行した書類及び国外居住親族の旅券（パス
ポート）の写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が覺行した書
類（国外居住親康の氏名、 生年月日及び住所又
は居所の記載があるものに隠ります。 ）

※2 16童未満の扶養蠣康については、 所得税にお
いては障害者控餘の遍用を受ける湯合にのみ
蠣族襲係書類を援出等してもらいます。 なお
地方税法の綱定により 一定の場合には、 従業
員の住所所在地の市区町村に当該書類を提出
することとされています。 ご注意ください。
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労鶴情輯2015年12月暑

12月から始まるストレス
チェック舗麿の実糖ポイント

いよいよ12月からストレスチェックの実施が義務づけられます（労働者50
人未満の事業場については当分の間、 努力墓務とされています）が、 実施にあたり、費用の負担
やストレスチェックを受検している時間の賃金の取扱いなど、 実務上、 困ることが出てくるで
しょう。 そこで以下では、 厚生労働省から出されている0&Aを参考にしながら実務上のポイント
を解説しましょう。

■....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

陀ストレスチェックや園撞指導の費用 ＇l 置檎勧羹
ストレスチェックおよび面接指導の費用に

ついては、 企業が負担すべきものになってい
ます。 これは、 法令で企業にストレスチェッ
クおよび面接指導の実施の義務を課している
ことから、 企業が負担すべきであると考えら
れているためです。

陀賃金の支払い
ストレスチェックや面接指導を実施してい

る時間に対する賃金の支払いについては、 労
使で協議して決めることになっています。 し
かし、 企業にとって従業員の健康の確保は、
事業の円滑な運営の不可欠な条件であること
を考えると、 賃金を支払うことが望ましいで
しょう。

陀かかりつけ國での置檎
企業には今回のストレスチェック以外に、

法令で定期健康診断の実施が義務づけられて
いますが、 こちらは企業が指定した医療機関
とは別に、 従業員本人が希望するかかりつけ
医での受診が認められています。 しかし、 ス
トレスチェックについては、 企業が指定した
実施者において実施することが必要とされて
おり、 従業員本人が希望するかかりつけ医で
受検したとしても、 ストレスチェックを受け
たことにはなりません。

ストレスチェックは、 企業にその実施が義
務づけられている一方で、 従業員には受検義
務はありません。 そのため、 従業員に強制的
に受検させることはできず、 また受検しない
ことで懲戒処分を行うこともできないとされ
ています。 これを踏まえた上で企業としては、
従業員が健康で安全な環境で働くことができ
るようにする安全配慮義務を負っていること
から、 従業員に受検するよう促すことが求め
られています。 どの程度の勧奨を行うかは企
業の状況によって異なるため、 その方法、 頻
度などについては衛生委員会等で調査審議を
して決めることで問題ないとしています。

,l労働基準監詈暑への輯書
ストレスチェックは実施後、 労働基準監督

署への報告をすることになっています。 これ
は、 ストレスチェック実施後、 面接指導の対
象者として選定された従業員が面接指導を希
望しなかった場合であっても、 労働基準監督
署への報告の必要があります。 なお、 50人未
瀾の事業場でストレスチェックを実施した場
合にはこの報告義務はありません。

企業としては、 今回のストレスチェックを平成28年11月30日までに実施する必要がありま
す。 そのため、 いつ頃に、 どのような手段で実施し、 その際の賃金等の取扱いはどのように
するのか等、 具体的な運用方法を決めていきましょう。
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中小企禦の月給!II上げ状況
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今年8月に中小企業庁から「中小企業の雇用状況に関する調査集計結果の
概要」 （※）が発表されました。 ここではその中から、 月給の引上げに関するデータをみてい
きます。

陀賃.t(1寓篇企●は金体の67.6%

平成27年度に常用労働者の1人当たり平均
賃金を引上げた（引上げるを含む）企業の割
合は67.6％になりました。 26年度より3.3%
の増加です。 賃金の引上げ方法は月給の引上
げがほとんどで、 月給の引上げを実施した中
小企業のうち、 9割以上が2年連続で引上げを
実施しています。

陀月綸II.t(9企婁は金体の63.1%

次に、 全回答企業に占める月給の引上げ実
施企業の割合を、 従業員規模別にまとめると
以下のとおりです。

従業員規模別の月給の引上げを実施した割合(%)

1~20人
21 ~100人
100人超

32.3 
63.0 
78.4 

36. 7
69.4 
82.8 

合計 58. 1 63. 1
中小企業庁「中小企業の雇用状況に関する調査集計
結果の概要」より作成

月給の引上げを実施する／した（以下「実
施した」）企業は63.1％で、 26年度に比べ割
合が高くなりました。

従業員規模別では、 規模が大きくなるほど
引上げを実施した割合が高くなっています。
100人超では82.8％に達し、 21"'-'100人規模も
69.4％と5割を超えています。 1~20人規模に
ついては、 36. 7％と4割に満たない状況です
が、 その割合は26年度よりも高くなりました。

陀目l.tげ寧は3％素漏が84.7%

月給の引上げ実施企業の引上げ率を従業員
規模別にまとめると、 以下のとおりです。

従集員規模別月給の引上げを実施した企業の引上げ率（％）
.. ,.

食計
1％未満 21. 9
1％以上2％未満 37.2 23,3 35.6 43.9 
2％以上3％未満 25.6 20.3 24.3 28. 7 
3％以上4％未満 8.6 12.8 10. 1 5. 7 
4％以上5％未満 2.6 3.9 3.4 1. 4
5％以上 4. 1 10. 2 4.4 1. 5
中小企業庁「中小企業の麗用状況に調する調査集計結果の概
要」より作成

まず合計をみると、 1％以上2％未満の引上
げ率とした割合が37.2％で最も高くなりまし
た。 次いで2％以上3％未満が25.6％となって
います。 2％未満の引上げ率とした割合は
59. 1%、 3％未満になると84. 7％に達します。

従業員規模別では、 1~20人規模では1％未
満の割合が最も高くなりました。 21,.__,100人
規模では1％以上2％未満が、 100人超規模も
1％以上2％未満が最も高くなりました。

引上げ率3％未満の割合は、 21~100人規模
が82. 1%、 100人超規模が91. 4％となった一

方で、 1~20人規模では73. 1％と全体よりも
低くなりました。 ただし5％以上とした割合
は10.2％で、 高くなっています。

引上げ率の差はありますが、 すべての規模
で26年度に比べ月給引上げ実施企業の割合が
高くなっているということは、 好ましい状況
だといえましょう。

（※）中小企業庁「中小企業の雇用状況に関する調査集計結果の概要」
中小企業・小規模事業者約3万社を対象に今年6月に実施した調査で、 7月31Hまでに提出のあった7,352社の状況について、

集計結果の概要を公表したものです。 詳細は次のURLのページから確認できます。

http:／／曹ww. chusho. meti. go. jp/keiei/koyou/2015/150828chousa. htm 
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企纂が行う
情輯セキュリティ対店の硯状

,...........................................,...........................................,......................,.....................................,...........................................,........ 

マイナンバーの通知が始まり、 情報セキュ リ テ ィ ヘの関心がますます高まっ
ています。 ここでは、 今年7月に発表された調査結果 ( ※1 ) から、 企業のデータセキュ リ テ ィ や
ウ ィ ルス対応の現状をみていきます。

陀櫨喜にあった企業は38.8%
上記調査結果によると、 過去1年間に情報

通信ネットワ ークの利用の際に発生したセ
キ ュ リ テ ィ 侵害について、 調査対象となった
イ ン タ ーネット利用企業などのうち、 38. 8%
が 「何らかの被害を受けた」 と回答していま
す。 その他、 「 ウ ィ ルスを発見又は感染」 が
36. 1%、 「 コ ン ピ ュ ー タ ウ ィ ルスを発見した
が感染しなかった」 が27. 1％などとなってい
ます。

少なくない割合の企業が、 ウ ィ ルス感染な
どの被害を受けている ことがわか り ます。

陀どんな鱚虚をしているか
次にデー タ セ キ ュ リ テ ィ や ウ ィ ルスヘの対

応状況をまとめると、 右表のようにな り ます。
パ ソ コ ンやサーバに、 ウ ィ ルス対策プ ロ グ ラ
ムを導入する企業の割合が高くな り ました。
パ ソ コ ンなどの端末に導入する割合が86. 6%、
サーバに導入する割合が64. 1％とな り ました。
次いで、 ID、 パスワ ー ドによるアクセス制御
の割合が高く、 ここまでが半数以上の企業で
実施されています。 その他、 社員教育も4割
近い企業で実施されています。

陀 自社の鰭慮（こ不賓を慮じたら
情報セ キ ュ リ テ ィ に関する情報提供や人材

育成などを行っている情報処理推進機構では、
情報セ キ ュ リ テ ィ 上の対策について、 テーマ

別に説明した小冊子をWebサイ ト上で公開し
ています (※2) 。 ウ ィ ルス感染などによる
被害は、 自 社に発生しないとは限 り ません。
これから対応を強化していく企業や 自 社の対
応に不安を感 じている企業はもちろん、 すで
に対策を講 じている企業も、 外部機関の情報
なども活用しながら、 自 社の情報セ キ ュ リ
テ ィ 対応策を講 じてみてはいかがでしょうか。

データセキュ リ テ ィ やウィルスヘの対応状況 (%)
パ ソ コ ン な どの端末 (OS、 ソ フ ト 簿） に
ウ ィ ルス対策 ブ ロ グ ラ ム を蔓ム
サーバに ウ ィ ルス対策 ブ ロ グ ラ ムを導入
I D、 パス ワ＿ ーー ド に よ る ア 久 セ ス 制御
フ ァ イ ア ウ ォ ールの設置 ・ 導入
座のセー キ ュー リ テー イー ー バ ッ チの導入
社員教育
セ キ＿ュ＿リ＿テ＿ィ ポ リ シーの策定
ア ク セ ス ロ グの記録
外撞練の朦に＿ ゥ 4 ルスーウ＿ ォー＝Jいを構纂
その他の対策
iプ ローキ 江 （代理サ-=AL 彎〇利用
データ やネ ッ ト ワ ーク の暗号化

ぎ＿ユ＿リ テ ーイ＿ 墨
認証技術の導入 に よ る利 用者確認
不正侵入検知システム ( IDS) ・ 不正侵入防
「御＿廷戸し qES) g)＿ 設置 二 導入
回線監視
也 キ） テ ィ 讐理の ア ウ ト ソ ー シ ンー グ
ウ ィ ルス対策対応 マ ニ ュ アルを策定
Webア ブ リ ケー シ ョ ン フ ァ イ ア ウ ォ ールの設
置 ・ 導入
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1 1 .  0 

1 0. 6 

1 0. 5 

9. 6

7. 9

特に対応 し て い な い 2. 7

霧回答 2. 3
総務省 「平成26年通信利用動向調査 （企業編） 」 よ り作成

(※1) 総務省 「平成26年通信利用動向調査 （企業編） 」
常用雇用者数100人以上の企業を対象に5, 140企業を抽出 して行われ、 平成27年7月 に発表された調査です。 有効回収率は

58. 9％ と なっています。 対策の用語の説明や詳細は次のURLから確認でき ます。
http:／／胄ww. soumu. go. jp/johotsusintokei/statistics/statistics05. html 

(※2) 情報処理推進機構
各種の小冊子は次のURLから確認できます。 https://www. ipa. go. jp/security/antivirus/shiori. html 
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年末年始の休み を 取 引 先へ通知 す る と と も に 、 取 引 先 の休み を確認 し 、 納 期 忘れ、 資金の 回 収
も れがな い よ う に 心 が け ま し ょ う 。

201 5年 1 2 月

O : 1 · 年末調整の実施 お 仕 事 備 忘 録
゜ i 2 ． 新年度の源泉徴収事務の準備

: 3 ． 賞与支払届 の提出

o i 4 ． 仕事納めの段取 り 確認
I g : 5 . お歳暮、 年賀状の送付

: 6 . 年始の準備

給与計算の他、 源泉徴収は 1 月 か ら ま た新 し い年度がス タ ー ト し ま す 。 記載事項 に 変更がな いか ど
う か、 必ず新年度の扶養控除等 申 告書で確認 し ま し ょ う 。

平成28年分か ら 給与所得控除額が改正 さ れ る こ と に よ り 、 源泉徴収税額表が改正 さ れま す 。 28年分
の源泉徴収税額表 を用意 し て お き 、 給与計算 ソ フ ト を利用 し て い る 場合 に は必要な更新 を 行 い ま し ょ
う 。

ま た 当 年分の締め く く り と し て 、 支払調書 ・ 源泉徴収票 な どの提出 、 そ の合計 と な る 法定調書の提
出 ( 1 月 ） に 向 け、 早め に準備 を し ま し ょ う 。

仕事納 め ま での段取 り 、 大掃除の役割分担、 時間配分、 廃棄物処理の依頼な ど に つ いて最終確認 を
し ま し ょ う 。 納会 を行 う 場合 は 、 場所の手配や、 飲食物の用意な ど を し ま す 。 ま た 取 引 先 に 年末の挨
拶 回 り に い く 場合 は 、 こ の 1 年間 に 取 引 先 に 弔事がなか っ たか ど う か再確認 し 、 失礼の な い よ う に し
ま す 。 ま た休暇中 の 緊急連絡先 、 そ の他注意事項 を社内 に通知す る と と も に 取 引 先への年末年始休暇
の お知 ら せ 、 郵便物の配達休止の手続 き 、 戸締 り な どの保安措置 も し ま し ょ う 。

一 方 で 、 取 引 先の 年末年始の休暇がいつ に な る のか を確認 し 、 在庫調整や資金回 収 も れがな い よ う
に心がけま し ょ う 。

年始行事の段取 り を確認 し ま し ょ う 。
□ 初 出 （ 式 ） ・ ・ ・ 場所の確保、 集合時間 、 挨拶の依頼、 式次第の確認
口 年間 カ レ ン ダー ・ ・ ・ 年間行事の確認 と 、 カ レ ン ダー作成
口 年始挨拶 回 り ・ ・ ・ 挨拶先の確認

,1' MyKomon 税理士法人サム ・ ライ ズ 未来会計法人メ イ キ ッ ト

https://some-rize.jp/ 埼玉県川越市脇田本町11-1 川越シティビル7F

https://some-rize.jp/


今月 は、 賞与の支給、 年末調整、 年末年始の休み等で資

金繰りが窮する時期です。 計画の確認をしつつ、 日単位

で資金繰りを管理しましょ う 。
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I 日 曜日 バ麗 項 目 I
火 ： 大安 ：

2
 
3
 ..........,.......... !...... �..., 

4
 
5

 

6

7

8
 

＊ 責口 :
* ! 先●i

金 ： 友弓I i

土 ！ 先負 ！
..... ;.......... s-

日 i 仏重 ；

月 大安
！
大雪

.........．し．．．．．．．．．．；．．．．．．．．．．i

火 責口 i

g ： 水 糞鵬 ：·········r····•·····:··········1●耀泉所得税···住良税特肩微収分の納付(i1月
・
分）

10 ! * : �弓l ：●
一括有期事婁開鎗層 （重餃業） 雇出

11  ： 金 大安 :

12 ； 土 偉口 i

13 ： 日 ： 先鵬 ：

14 ： 月 i t,l :
15 ： 火 E負

16 ＊ 仏葦

17 I 木 9 屯安 ：

18 i 金 芦口 i

19 ： 土 ： 先鵬 ；

20 ： 日 i 友弓l i

21 ! 月 ： 先負 ：

22 i 火
9 ,

1 ム滅 奏至

23 : * : 大安 ：天皇誕生日

24 ＊ 赤口

25 ： 金 i 先● ：
...... ,..........,.:.. :·.-_ , 
26 i 土 i 友弓I i

27 日 長負 :
·
9
ヽ
9
9
9
9
,9,
9
9
9
9
9

滅

安

仏�
大

·999999,
1,9999,

月

；＾

·
9
9
9
9
,
‘
,
」＇
‘
9
9
9
9
·

28 .
29
 30 ： 水 貴口 ！

- 1-··1●儘康俸鹸・厚生年金鼻鹸科の支払 （11月分） ・(1月4日鋼隕〉
31 i ＊ 糞鵬 i
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sfaff 編集後記
一

一

、
、

今年より始めた、 事務所通信 , fiiJとか 1 2國発行出来ました I
サム ・ライスの今年 1年9さ… メン／トーも続々と増え、 として引越《
新規新たに踏計出した上半期。 下半期は、 我が事務所に
日本全国から 税理士さん達が集まった「事務所見学会 」。
スク'I7の団結力が一層強まった気がします。
来年も新たな気持ちで、 頑張りまct , 今年 1年ありがとうこさい
ました。 来年も宜しくホ願い致します。 。 。

春今年 9 年振逗り～とんな年でしたか ？ ～春
、
、

横山 石田

小笠原

黒田

鈴木

相馬

寧四皿として、 訪問時間をi
らすことが、 杜内的にも個人的
にも目樋でしたが、 あ卸J変化
のない年でした。 来年1布ホ客様
のためにもこんな暑苦しい顔で
なく、 賽やかな人物に託したいで

あっという闊の1 年でした ！
仕事では事務所見学会に力を
入れ、 プテイ＾疇→では最近入籍
、 姉達の出産と幸せ続さです J,
今年も充実した年になりました。
一皮おけた気がします（笑）

には、 仕事を減らして楽に
なり、 自分の時問が取れるよづこ
なり李した。 子育て中もあり、 昨年I
仕事・家庭でいっl＃いいっl＃いの
毎日を過ごしていましたが、 少しl:
気分的に余裕のある I 年でした。

今年の初めに+tム・ライスに
入社し初めて尽くしの一年間
でした。 8々業務を通して多く
のことを学び、 気が付けl呑もう
9 年か過さようとしています。
とても充実した一年でした。

外尾 去年ol2月に入杜だったので
一年たち苦した。 振り速るとあ
っと問でした。 行事で印象に積
っているもlさ、 ス,,ーテーマー千
と 1 1 /20の製版分離の発豪会
でした。

横尾 今年の初のは専業主婦でし
たので、 育児と家事に追わ
れて充実？していきした。
5月に入杜してからさらに
仕事の充実感を存分に味わ
える 1年になりました。

今年もあっという間の 9年でした
＂ 司 ～4目は別の仕事をしてい
ましたが、 つい最近のことのよう
です。 サム・ライスに入社でさて
うれしく患いますし、 試験が合
格していれl＃ら'11/\•yヒーです

野口 サム・ライスに入社してアット
いう問に半年が経過し壱した。
新しい出会いが合った事だけで
無く、 「事務所見学会」にホいて
は、 皆の隠された鮨力を間近に
見て、 発見の多い年でした )

簿記2級取得、 主人の転勤L...
サム ・うイスでのご縁なと慌しい
1 年でした。 大好さな夕nラッ.hを
9公演も観劇し李した ！ 来年も
男役に恋もして、 もちろん
ホ仕事も頑張り李す。

相藉 入杜l,てからあっという問に3カ
nレLEヽ9四�a;u1.:;。 �iiT響ni
ii,; 

で慟＜のは初のてでしたが事務所
の皆様の人柄がとても良く、 活気
があり、 冗トホームでサb• テイズに
就職でさ本当によかったです。
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